
            令和５年１月 30 日 

地域生活部 市民課 

 

「島田市わくわくマイナポイント」の申し込みが好調です！ 

 

現在、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を利用した、自治体マイナポイ

ント「島田市わくわくマイナポイント」の申し込み実施中です。 

 

１ 事業名  

島田市わくわくマイナポイント 

 

２ 実施期間 

  令和４年 12 月１日(木)から令和５年２月 28 日(火) 現在実施中 

 

３ 付与ポイント 

 一人あたり 10,000 円分のポイント 

  

４ 対象者 

 令和４年 12 月末までにマイナンバーカードの申請をした島田市民 

 

５ 利用できる決済サービス（４つ） 

  QR コード 「ａuＰＡＹ」  「ｄ払い」 

電子マネー「楽天Ｅｄｙ」 「CoGCa(ｺｼﾞｶ)」  

 

６ 申込状況 

 １月 14 日(実施期間の半分)時点 25,133 件  見込み※の 1.7 倍 

        ※当初の見込み 実施期間(３ヶ月間)で 29,100 件 

 

７ 自分で申請が難しい市民の申込支援体制 

  島田市役所  

平日 8:30～17:15  専用コーナー端末７台、全職員が交代で対応 

                 （12 月１日以降 200～300 人/日の市民が利用）                       

  金谷南支所 / 川根支所   

    平日 8:30～17:15  専用端末を増設し対応 

 

８ マイナンバーカードの受取について 

 ・ポイントの申込みにはマイナンバーカードが必要です。 

  

 ・マイナンバーカードの受け取りがし易いよう、２月末まで交付時間を拡大しています。 

  市民課     ：平日・土曜日・日曜日・祝日 8:45～20:00 

金谷南支所 ：平日 8:45～19:00   土曜日 8:45～17:00 

川根支所  ：平日 8:45～17:00   土曜日(第 2 第 4) 8:45～17:00 

 

・12 月にマイナンバーカードの申請が集中したため、交付の準備が整い次第順次「受け取

りの案内通知」を発送しています。案内通知が届きましたら早めの受け取りをお願いし

ます。 
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